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  平成２５年３月２９日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市規則第５２号 

   大和市社会体育振興委員設置規則 

（目的） 

第１条 この規則は、大和市社会体育振興委員（以下「委員」という。）を設置することにより、ス

ポーツの推進を図ることを目的とする。 

 （委嘱） 

第２条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、その職務を行うの

に必要な熱意と能力を有する者の中から市長が委嘱する。 

（職務） 

第３条 委員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 教育機関及び行政機関が行うスポーツの行事又は事業に協力すること。 

(2) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツの行事又は事業に関し、それらの求めに応じて協

力すること。 

(3) スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３２条第１項に規定するスポーツ推進委員の

指導を受けるとともに、スポーツ活動に関し相互に協力すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市民に対してスポーツに関する指導及び助言を行うこと。 

（定数） 

第４条 委員の定数は、１５７人とする。 

（報酬等） 

第５条 委員の報酬及び費用弁償は、大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭 

 和３６年大和市条例第９号）及び大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行 

 規則（昭和３６年大和市規則第５号）の定めるところによる。 

（任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員又は補充による委員の任期は、

他の在任委員の残任期間とする。 

（服務） 



第７条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。 

２ 委員は、職務に関係する法令等を遵守し、その職務を誠実に遂行しなければならない。 

３ 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 

 （解嘱及び辞任） 

第８条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。 

  (1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めたとき。 

  (2) 前条の規定に違反したとき。 

  (3) 前２号に掲げるもののほか、委員として不適格であると認めたとき。 

２ 委員は、自己の都合により辞任しようとするときは、その辞任しようとする日の３０日前まで 

 に市長に申し出て、承認を得なければならない。 

（研修） 

第９条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日に委嘱される委員の任期は、第６条第１項本文の規定にかかわらず、施行日から平成２

６年３月３１日までとする。 

 

 


